
202026.5

　
65
歳
か
ら
受
給
で
き
る
老
齢
年
金

を
66
歳
〜
75
歳（
昭
和
27
年
4
月
1

日
以
前
生
ま
れ
の
方
は
70
歳
）に
受

給
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
60
歳
〜
65
歳
の
間
に
請
求
を
し

て
、受
給
を
早
め
る
繰
り
上
げ
請
求

を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

利
点 

繰
り
下
げ
し
た
月
数
ご
と
に

受
給
額
が
0.7
％
増
額
さ
れ
ま
す

注
意
点

○
一
度
請
求
す
る
と
後
か
ら
の
変

　
更
は
で
き
ま
せ
ん

○
加
給
年
金
額
や
振
替
加
算
額
は

　
増
額
の
対
象
外
。年
金
の
未
受
給

　

期
間
は
加
給
年
金
額
や
振
替
加

　
算
額
も
受
給
で
き
ま
せ
ん

○
複
数
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給

　
で
き
る
場
合
は
、全
て
同
時
に
繰

　
り
下
げ
が
必
要
で
す（
老
齢
基
礎

　

年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
は
別
々

　
に
繰
り
下
げ
可
）

○
66
歳
の
誕
生
日
以
降
に
、遺
族
年

　

金
な
ど
の
他
の
公
的
年
金
の
受

　
給
権
を
得
た
場
合
は
、そ
の
時
点

　
で
増
額
率
が
固
定
さ
れ
、年
金
の

　

請
求
手
続
き
を
遅
ら
せ
て
も
増

　
額
率
は
増
え
ま
せ
ん

○
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
、医
療

　
保
険・介
護
保
険
な
ど
の
自
己
負

　
担
や
保
険
料
、税
金
に
影
響
す
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す

申
込
先 

国
民
年
金
1
号
の
加
入
期

間
の
み
の
方
は
市
役
所
、共
済
組
合

期
間
の
み
の
方
は
各
共
済
組
合
、右

記
以
外
の
方
は
年
金
事
務
所

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
2
2

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1・7
1
7・4
1
3
3

　
８
月
以
降
、「
資
格
確
認
書
」の
有
効

期
限（
7
月
31
日
）が
切
れ
る
前
に
、新

し
い
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し

て
い
る
方
で
も
、何
ら
か
の
理
由
に

よ
り「
資
格
確
認
書
」が
必
要
な
場
合

は
、申
請
に
よ
り
発
行
で
き
ま
す
。

問
合
せ 

国
民
健
康
保
険
課（
市
役
所

1
階
9
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
5

申
込
先 

国
民
年
金
1
号
の
加
入
期

間
の
み
の
方
は
市
役
所
、共
済
組
合

期
間
の
み
の
方
は
各
共
済
組
合
、右

記
以
外
の
方
は
年
金
事
務
所

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
2
2

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1・7
1
7・4
1
3
3

　
８
月
以
降
、「
資
格
確
認
書
」の
有
効

期
限（
7
月
31
日
）が
切
れ
る
前
に
、新

し
い
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し

て
い
る
方
で
も
、何
ら
か
の
理
由
に

よ
り「
資
格
確
認
書
」が
必
要
な
場
合

は
、申
請
に
よ
り
発
行
で
き
ま
す
。

問
合
せ 

国
民
健
康
保
険
課（
市
役
所

1
階
9
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
5

　
生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
は
、登

録
と
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
の

接
種
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
予
防
接
種
は
、市
内
の
委
託
動
物

病
院
や
最
寄
り
の
集
合
注
射
実
施

会
場
で
受
け
ら
れ
ま
す
。詳
細
は
4

月
に
飼
い
主
へ
送
付
し
た
日
程
表
や

市
H
P
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
会
場
で
は
犬
が
暴
れ
な
い
よ
う
、

首
輪
や
リ
ー
ド
の
事
前
点
検
を
お

願
い
し
ま
す
。ま
た
、犬
の
体
調
や

体
質
に
よ
り
副
反
応
が
出
る
場
合

が
あ
る
た
め
、心
配
な
方
は
獣
医
師

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。     

費
用 

3
2
4
0
円

（
注
射
料
金
2
6
9
0
円
+
注
射
済

票
交
付
手
数
料
5
5
0
円
）

※
未
登
録
の
場
合
は
、登
録
手
数
料

別
途
3
千
円

問
合
せ 
環
境
保
全
課

☎
72・3
2
4
0

   対
象 

オ
ス
ト
メ
イ
ト（
人
工
肛
門
ま

た
は
人
工
ぼ
う
こ
う
の
方
）と
そ
の

家
族
、医
療
関
係
者
な
ど

日
時 

23
日
㈯
14
時
〜
15
時
30
分

（
受
付
11
時
30
分
〜
）　

場
所 

札
幌
市
身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー（
札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
２・６
）

講
師 

北
海
道
が
ん
セ
ン
タ
ー 

泌
尿

器
科
医
長 

高
田
徳
容
氏

そ
の
ほ
か 

ス
ト
ー
マ
装
具
類
の
展

示
や
講
演
前
に
製
品
紹
介
あ
り

問
合
せ （
公
社
）日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協

会
北
海
道
支
部 

事
務
局
長 

中
山
さ
ん

☎
0
1
1・7
6
4・2
8
2
4

 

手
続
き
中
だ
っ
た
地
域
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
決
定
し
ま
し
た

（
敬
称
略
）。

【
花
川
南
2
条
2
丁
目
】

小
山
武
春（
こ
や
ま
た
け
は
る
）

【
花
川
南
９
条
２
丁
目
】

田
中
美
智
子（
た
な
か
み
ち
こ
）

【
樽
川
５
条
１
丁
目
〜
３
丁
目
、樽

川
６
条
１
丁
目
〜
３
丁
目
、樽
川
７

条
１
丁
目
〜
３
丁
目
】

近
藤
八
重
子（
こ
ん
ど
う
や
え
こ
）

【
主
任
児
童
委
員
】

高
橋
紋
野（
た
か
は
し
あ
や
の
）     

そ
の
ほ
か 

民
生
委
員・児
童
委
員
が

決
定
し
て
い
な
い
地
区
が
あ
り
ま

す
。皆
さ
ん
も
地
域
の
支
え
手
に
な

り
ま
せ
ん
か
?
関
心
の
あ
る
方
は

福
祉
総
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問
合
せ 

福
祉
総
務
課

☎
72・3
1
5
2

石
狩
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合

協
議
会
☎
72・8
3
4
1

　

八
幡
二
丁
目
の
船
揚
場
付
近
に
、

河
川
管
理
者
の
許
可
な
く
放
置
さ
れ

て
い
る
物
件
の
所
有
者
は
、8
月
31
日

㈪
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。期
限
ま

で
に
連
絡
が
な
い
場
合
、河
川
管
理
者

が
必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

問
合
せ 

札
幌
河
川
事
務
所

☎
0
1
1・5
8
1・3
2
3
5

　
学
校
給
食
費
は
、口
座
振
替
を
お

願
い
し
て
い
ま
す（
5
月
〜
3
月
の

年
11
回
）。

　
な
お
、給
食
費
が
引
き
落
と
し
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
納
付
書
を
送
付

し
ま
す
。金
融
機
関
の
他
、コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア・ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ

で
も
支
払
い
が
で
き
ま
す
。

※
小
学
校・義
務
教
育
学
校
前
期
課

程
の
児
童
の
給
食
費
は
、本
年
度
は

か
か
り
ま
せ
ん

問
合
せ 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
62・8
0
1
5

　
経
済
セ
ン
サ
ス‐活
動
調
査
は
、全

国・地
域
別
の
事
業
所
や
企
業
の
経

済
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
調
査
で
す
。全
て
の
事

業
所・企
業
が
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
期
日 

6
月
1
日

問
合
せ 

総
務
課

☎
72・3
6
8
1

日
時 

①
18
日
㈪
9
時
〜
16
時
30
分

②
21
日
㈭
9
時
30
分
〜
12
時

場
所 

①
市
役
所 

②
り
ん
く
る

問
合
せ 

石
狩
市
献
血
推
進
協
議
会

（
福
祉
総
務
課
内
）☎
72・3
1
5
2

　
カ
ラ
ス
は
繁
殖
期（
４
月
〜
７
月
）

に
な
る
と
、巣
に
近
づ
く
人
を
威
嚇・

攻
撃
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

激
し
く
鳴
く
時
は
近
く
に
巣
が

あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
近
づ
か

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、カ

ラ
ス
は
人
を
後
ろ
か
ら
攻
撃
す
る

た
め
、帽
子
や
傘
な
ど
で
後
頭
部
を

守
り
な
が
ら
、腕
を
ま
っ
す
ぐ
に
上

げ
て
動
か
さ
ず
、そ
っ
と
通
り
過
ぎ

ま
し
ょ
う
。

問
合
せ 

環
境
保
全
課

☎
72・3
2
4
0

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

民
生
委
員・児
童
委
員
の
決
定

老
齢
年
金
の
繰
り
下
げ
請
求

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
た
め
の
医
療
講
演
会

「
尿
路
変
向
と
尿
路
合
併
症
」 

　

4
月
1
日
に
群
別
分
団
と
幌
分

団
が
合
併
し
、新
た
に「
浜
益
北
分

団
」が
発
足
し
ま
し
た
。新
し
い
分

団
詰
所
は
、市
の
指
定
避
難
所
で
あ

る
浜
益
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
敷
地
内

に
建
設
予
定
で
す
。

　
こ
の
合
併
は
、災
害
時
の
消
防
団

員
の
動
員
体
制
を
強
化
し
、迅
速
か

つ
安
全
な
活
動
体
制
を
確
立
す
る
こ

と
が
目
的
で
す
。地
域
の
防
災
機
能

を
集
約
し
、持
続
可
能
な
消
防
団
運

営
を
推
進
し
な
が
ら
、地
域
防
災
力

の
さ
ら
な
る
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

問
合
せ 

石
狩
消
防
署
総
務
課

☎
74・7
1
1
2

資格情報のお知らせ
（マイナ保険証の登録内容
を確認するお知らせです。
受診にはマイナ保険証が必
要です。この書類だけでは
受診できません）

対象 届くもの

・85歳以上の全ての方
・84歳以下でマイナ保
険証を持っていない
（登録していない）方

資格確認書
（従来の保険証と同じよう
に、医療機関の窓口に提示
して受診できます）

・84歳以下でマイナ保
険証の利用登録をして
いる方

石
狩
消
防
団 

群
別
分
団
と

幌
分
団
が
合
併
し
ま
し
た

の
り
か
た
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65
歳
か
ら
受
給
で
き
る
老
齢
年
金

を
66
歳
〜
75
歳（
昭
和
27
年
4
月
1

日
以
前
生
ま
れ
の
方
は
70
歳
）に
受

給
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
60
歳
〜
65
歳
の
間
に
請
求
を
し

て
、受
給
を
早
め
る
繰
り
上
げ
請
求

を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

利
点 

繰
り
下
げ
し
た
月
数
ご
と
に

受
給
額
が
0.7
％
増
額
さ
れ
ま
す

注
意
点

○
一
度
請
求
す
る
と
後
か
ら
の
変

　
更
は
で
き
ま
せ
ん

○
加
給
年
金
額
や
振
替
加
算
額
は

　
増
額
の
対
象
外
。年
金
の
未
受
給

　

期
間
は
加
給
年
金
額
や
振
替
加

　
算
額
も
受
給
で
き
ま
せ
ん

○
複
数
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給

　
で
き
る
場
合
は
、全
て
同
時
に
繰

　
り
下
げ
が
必
要
で
す（
老
齢
基
礎

　

年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
は
別
々

　
に
繰
り
下
げ
可
）

○
66
歳
の
誕
生
日
以
降
に
、遺
族
年

　

金
な
ど
の
他
の
公
的
年
金
の
受

　
給
権
を
得
た
場
合
は
、そ
の
時
点

　
で
増
額
率
が
固
定
さ
れ
、年
金
の

　

請
求
手
続
き
を
遅
ら
せ
て
も
増

　
額
率
は
増
え
ま
せ
ん

○
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
、医
療

　
保
険・介
護
保
険
な
ど
の
自
己
負

　
担
や
保
険
料
、税
金
に
影
響
す
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す

　
生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
は
、登

録
と
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
の

接
種
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
予
防
接
種
は
、市
内
の
委
託
動
物

病
院
や
最
寄
り
の
集
合
注
射
実
施

会
場
で
受
け
ら
れ
ま
す
。詳
細
は
4

月
に
飼
い
主
へ
送
付
し
た
日
程
表
や

市
H
P
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
会
場
で
は
犬
が
暴
れ
な
い
よ
う
、

首
輪
や
リ
ー
ド
の
事
前
点
検
を
お

願
い
し
ま
す
。ま
た
、犬
の
体
調
や

体
質
に
よ
り
副
反
応
が
出
る
場
合

が
あ
る
た
め
、心
配
な
方
は
獣
医
師

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。     

費
用 

3
2
4
0
円

（
注
射
料
金
2
6
9
0
円
+
注
射
済

票
交
付
手
数
料
5
5
0
円
）

※
未
登
録
の
場
合
は
、登
録
手
数
料

別
途
3
千
円

問
合
せ 

環
境
保
全
課

☎
72・3
2
4
0

   対
象 

オ
ス
ト
メ
イ
ト（
人
工
肛
門
ま

た
は
人
工
ぼ
う
こ
う
の
方
）と
そ
の

家
族
、医
療
関
係
者
な
ど

日
時 

23
日
㈯
14
時
〜
15
時
30
分

（
受
付
11
時
30
分
〜
）　

場
所 

札
幌
市
身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー（
札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
２・６
）

講
師 

北
海
道
が
ん
セ
ン
タ
ー 

泌
尿

器
科
医
長 

高
田
徳
容
氏

そ
の
ほ
か 

ス
ト
ー
マ
装
具
類
の
展

示
や
講
演
前
に
製
品
紹
介
あ
り

問
合
せ （
公
社
）日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協

会
北
海
道
支
部 

事
務
局
長 

中
山
さ
ん

☎
0
1
1・7
6
4・2
8
2
4

 

手
続
き
中
だ
っ
た
地
域
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
決
定
し
ま
し
た

（
敬
称
略
）。

【
花
川
南
2
条
2
丁
目
】

小
山
武
春（
こ
や
ま
た
け
は
る
）

【
花
川
南
９
条
２
丁
目
】

田
中
美
智
子（
た
な
か
み
ち
こ
）

【
樽
川
５
条
１
丁
目
〜
３
丁
目
、樽

川
６
条
１
丁
目
〜
３
丁
目
、樽
川
７

条
１
丁
目
〜
３
丁
目
】

近
藤
八
重
子（
こ
ん
ど
う
や
え
こ
）

【
主
任
児
童
委
員
】

高
橋
紋
野（
た
か
は
し
あ
や
の
）     

そ
の
ほ
か 

民
生
委
員・児
童
委
員
が

決
定
し
て
い
な
い
地
区
が
あ
り
ま

す
。皆
さ
ん
も
地
域
の
支
え
手
に
な

り
ま
せ
ん
か
?
関
心
の
あ
る
方
は

福
祉
総
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問
合
せ 

福
祉
総
務
課

☎
72・3
1
5
2

石
狩
市
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合

協
議
会
☎
72・8
3
4
1

　

八
幡
二
丁
目
の
船
揚
場
付
近
に
、

河
川
管
理
者
の
許
可
な
く
放
置
さ
れ

て
い
る
物
件
の
所
有
者
は
、8
月
31
日

㈪
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。期
限
ま

で
に
連
絡
が
な
い
場
合
、河
川
管
理
者

が
必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

問
合
せ 

札
幌
河
川
事
務
所

☎
0
1
1・5
8
1・3
2
3
5

　
学
校
給
食
費
は
、口
座
振
替
を
お

願
い
し
て
い
ま
す（
5
月
〜
3
月
の

年
11
回
）。

　
な
お
、給
食
費
が
引
き
落
と
し
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
納
付
書
を
送
付

し
ま
す
。金
融
機
関
の
他
、コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア・ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ

で
も
支
払
い
が
で
き
ま
す
。

※
小
学
校・義
務
教
育
学
校
前
期
課

程
の
児
童
の
給
食
費
は
、本
年
度
は

か
か
り
ま
せ
ん

問
合
せ 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
62・8
0
1
5

　
経
済
セ
ン
サ
ス‐活
動
調
査
は
、全

国・地
域
別
の
事
業
所
や
企
業
の
経

済
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
調
査
で
す
。全
て
の
事

業
所・企
業
が
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
期
日 

6
月
1
日

問
合
せ 

総
務
課

☎
72・3
6
8
1

日
時 

①
18
日
㈪
9
時
〜
16
時
30
分

②
21
日
㈭
9
時
30
分
〜
12
時

場
所 

①
市
役
所 

②
り
ん
く
る

問
合
せ 

石
狩
市
献
血
推
進
協
議
会

（
福
祉
総
務
課
内
）☎
72・3
1
5
2

　
カ
ラ
ス
は
繁
殖
期（
４
月
〜
７
月
）

に
な
る
と
、巣
に
近
づ
く
人
を
威
嚇・

攻
撃
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

激
し
く
鳴
く
時
は
近
く
に
巣
が

あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
近
づ
か

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、カ

ラ
ス
は
人
を
後
ろ
か
ら
攻
撃
す
る

た
め
、帽
子
や
傘
な
ど
で
後
頭
部
を

守
り
な
が
ら
、腕
を
ま
っ
す
ぐ
に
上

げ
て
動
か
さ
ず
、そ
っ
と
通
り
過
ぎ

ま
し
ょ
う
。

問
合
せ 

環
境
保
全
課

☎
72・3
2
4
0

所
有
者
を
探
し
て
い
ま
す

学
校
給
食
費
の
納
付
方
法

献
血
に
ご
協
力
を
！

　

4
月
1
日
に
群
別
分
団
と
幌
分

団
が
合
併
し
、新
た
に「
浜
益
北
分

団
」が
発
足
し
ま
し
た
。新
し
い
分

団
詰
所
は
、市
の
指
定
避
難
所
で
あ

る
浜
益
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
敷
地
内

に
建
設
予
定
で
す
。

　
こ
の
合
併
は
、災
害
時
の
消
防
団

員
の
動
員
体
制
を
強
化
し
、迅
速
か

つ
安
全
な
活
動
体
制
を
確
立
す
る
こ

と
が
目
的
で
す
。地
域
の
防
災
機
能

を
集
約
し
、持
続
可
能
な
消
防
団
運

営
を
推
進
し
な
が
ら
、地
域
防
災
力

の
さ
ら
な
る
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

問
合
せ 

石
狩
消
防
署
総
務
課

☎
74・7
1
1
2

経
済
セ
ン
サ
ス‐活
動
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

繁
殖
期
の
カ
ラ
ス
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

▲詳細

　令和8年5月下旬から、気象庁が発表する大雨や土砂災害などの「防災気象情報」が新しくなります。
　新しい情報には、避難の目安となる「レベル」が加わり、「いつ・どんな避難行動をとるべきか」がより
分かりやすくなります。
　詳しい情報は気象庁HPをご覧ください。いざという時に慌てないよう、情報が発表された際に「自
分がどう動くか」を事前に確認しておきましょう。

　気象警報や避難情報のお知らせがあなたのスマホに自動で届きます。災害時は「緊急
モード」に切り替わります。安全のための備えとして、ぜひアプリをインストールしてご利用
ください（インストール画面では「ライフビジョン」と表示されます）。

※スマホをお持ちでない方は、市からの緊急情報を自宅の
　固定電話で受け取れる「石狩市緊急情報電話サービス」
　をぜひご利用ください。ご利用には事前の登録が必要
　なため、危機管理課へご連絡ください

防災気象情報が新しくなります！ 危機管理課☎72･3190問

防
災
情
報
は

「
い
し
ポ
」か
ら
！

▲気象庁HP

▲Android ▲iPhone

警戒レベル4までに危険な場所からかならず避難!

1級河川などの
大河川の氾濫

河川氾濫
低地の浸水や

大河川以外の氾濫

大雨
急傾斜地の

がけ崩れや土石流

土砂災害
海水面の上昇や波の
打ち上げによる浸水

高潮

警戒レベル
5相当

避難行動を確認（避難場所や避難
ルート、避難のタイミングなど）

避難に時間を要する人は
早めに避難、避難の準備など

命の危険 直ちに安全確保!

（警戒レベルごとの）
住民がとるべき行動

市が発令する
避難情報

高齢者等避難
こうれいしゃとうひな ん

きんきゅうあんぜんかくほ

緊急安全確保

避難指示
ひな んしじ

レベル5
土砂災害特別警報

レベル5
高潮特別警報

レベル5
氾濫特別警報

レベル5
大雨特別警報

警戒レベル
4相当 危険な場所から全員避難

災害への心構えを高める

レベル4
土砂災害危険警報

レベル4
高潮危険警報

レベル4
氾濫危険警報

レベル4
大雨危険警報

警戒レベル
3相当

レベル3
土砂災害警報

レベル3
高潮警報

レベル3
氾濫警報

レベル3
大雨警報

警戒レベル
2

警戒レベル
1

レベル2
土砂災害注意報

レベル2
高潮注意報

レベル2
氾濫注意報

レベル2
大雨注意報

早期注意情報


